
農業経営法人化支援

「法人化推進のねらい」
（1）経営改善の有効な手段
・家計と経営の分離による経営内容の明確化→「経営者の意識の改革」
・財務諸表の作成が義務付けられ、金融機関・販売先
に対する信用力が向上→「資金調達・販路開拓の可能性の拡大」
・税制・金融面で個人経営に比べ有利

（2）他産業並みの就業条件整備
・毎月の決まった給与、休日などの労働条件や健康保険・厚生年金
労災保険等の福利厚生の充実→「従業員のモチベーション向上」

（3）農業が魅力のある職業となる
・上記の就業条件の整備が、後継者・配偶者・新規就農者に
とって魅力ある職業としての基礎的な条件整備となる

結果として、「有能な人材・後継者確保が可能になる」



農業法人設立のための手順

条件付きYes
（改善計画作成）
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プロジェクトチーム

市町村の農業委員会

へ報告
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設立準備（集落営農については合意形成実施のこと）
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法人化後の経営フォローアップ

岡山県担い手育成総合支援協議会へ報告
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用権設定
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・市町村農林課 利用権設定承諾書
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農業生産法人報告書等


